
報告第２号

専決処分した事件の報告について

　

次のとおり、自動車損傷事故に係る損害賠償の額等を定めることにつき、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したので、
同条第２項の規定により報告する。

令和８年２月２６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

淡 路 市 長

　

戸

　

田

　　

敦

　

大

委任専決第１号

自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について

　

次のとおり、自動車損傷事故に係る損害賠償の額等を定めることにつき、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の議決によ

り指定された市長の専決処分事項について、専決処分する。

令和８年２月１２日

淡路市長

　

戸

　

田

　　

敦

　

大

１

　

損害賠償の額

　

１２３， ４２０円

２

　

相手方の住所及び氏名

（１） 住所

　

淡路市長径

（２） 氏名

３

　

和解条項

　

（１） 淡路市は、相手方に対し、本件事故に関する損害賠償金として、金１２３，

　

４２０円を指定するロ座に振り込む方法で支払う。
（２） 相手方と淡路市は、本件事故に関し、前号を除き、一切の債権債務がない

　

ことを確認する。

４

　

事件の概要

　

令和７年１２月２６日午前８時００分頃、市営住宅ヴィラ長沢敷地内において、
強風により植樹が倒れ、相手方が駐車していた車両に接触し、同車右側前方のド

アガラスに損傷を与えた。
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